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序     文 
 

独立行政法人国際協力機構は、バヌアツ共和国と締結した討議議事録（R/D）に基づき、2006年

3月から3年間の予定で技術協力「豊かな前浜プロジェクト」を実施しました。 

2008年6月に、プロジェクトが協力期間の中間に至ったことから、技術協力の開始からプロジェ

クト中間時点までの実績と実施プロセスを確認し、その情報に基づいて、評価5項目（妥当性、有

効性、効率性、インパクト及び持続性）の観点から日本側・バヌアツ共和国側双方で総合的に評

価し、プロジェクト後半の活動計画について今後の協力の枠組みも含め協議し、必要に応じて計

画の修正を行うことを目的として、平成20年1月22日から2月9日まで、国際協力機構 友部 秀器

を団長とする中間レビュー調査団を現地に派遣しました。 

本報告書は、同調査団による協議結果、評価結果を取りまとめたものであり、今後のプロジェ

クトの実施にあたり広く活用されることを願うものです。 

終わりに、本調査にご協力とご支援を頂いた内外の関係者の皆様に対し、心から感謝の意を表

します。 

 

平成25年4月 

 

独立行政法人国際協力機構 

農村開発部長 熊代 輝義 
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中間レビュー調査結果要約表 
Ⅰ．案件の概要 

国名：バヌアツ共和国 案件名：豊かな前浜プロジェクト 

分野：農村開発 援助形態：技術協力プロジェクト 

所轄部署：農村開発部 協力金額（評価時点）：1.96億円 

 

協力期間 

（R/D）：2006年3月–2009年2月 先方関係機関：農林水産業・検疫省水産局 

（Extension）：  

（F/U）： 日本側協力機関：水産総合研究センター、沖縄県

水産試験場 （E/N）（Grant Aid） 

他の関連協力：なし 

１．協力の背景と概要 

バヌアツ共和国（以下、「バヌアツ」と記す）は南太平洋に位置する小島嶼開発途上国の1つ

であり、83の島からなる群島で形成されている。バヌアツは、また、国連の定義する後発開発

国（LDC）に分類されている。各島間を結ぶ交通機関が限られており、経済活動の発展が阻害

されている。経済は牛肉、コプラや観光など外資系産業に依存している。都市部と農村部では

所得格差が大きく、離島部では住民のほぼ半数が1日1USドル以下の生活を送っており、貧困と

域内格差が主要な開発課題となっている。 

地域によっては食へのアクセスが限定されており、栄養失調症が発生している。沿岸部の住

民は貝類や甲殻類を主なタンパク源としている。また、これら沿岸水産資源は住民の主要な収

入源ともなっているが、種類によっては過剰漁獲により枯渇している。その結果、これら沿岸

水産資源の回復を促進させる必要性が高まっているが、種苗放流と地域住民主体の沿岸管理体

制の復興を通じた漁場環境整備を通じて、資源回復を図ることが急務となっている。 

このような背景にかんがみ、バヌアツ政府は日本政府に対し、包括的沿岸水産資源管理に関

する技術協力を正式に要請した。これを受けて、日本政府は、2003年に基礎調査団、2004年に

短期専門家、2005年に事前評価調査団を派遣し、バヌアツの水産業の現状を把握し、沿岸水産

資源管理を取り巻く課題とニーズを調査・確認するとともに、水産局と協力内容の協議を重ね

た。その結果、重要種の増養殖技術の向上及び住民主体の沿岸水産資源管理体制の下での増養

殖技術の実践を骨子とする本件協力事業の枠組みを策定した。 

 

２．協力内容 

（1）上位目標 

モデルサイトで、沿岸水産資源の適切な保全・利用により沿岸住民の生計が改善される

とともに、モデルサイトを中心に周辺地域にも対象種の資源増殖効果が波及する。 

 

（2）プロジェクト目標 

モデルサイトで、住民参加型の沿岸水産資源管理が実践される。 
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（3）成果 

1）沿岸定着性資源の種苗生産・中間育成の技術が向上する。 

2）モデルサイトで、住民主体の粗放的な増養殖の管理体制が確立される。 

3）モデルサイト住民の生計の改善が提案される。 

 

（4）投入（評価時点） 

1）日本側 

- 専門家派遣 長期2名、短期5名、第三国専門家1名 

- 機材供与 0.16億円 

- カウンターパート本邦研修 5名 

- 現地業務費 0.46億円 

2）バヌアツ側 

- カウンターパート16名 

- 施設（執務室、孵化場・育苗場） 

- 資機材（含む車両） 

- ローカル・コスト（光熱・通信費、車両維持費）1.68億円 

Ⅱ．評価調査団の概要 

日本側 

総括 友部 秀器 JICA農村開発部第一グループ長 

水産資源管理 高屋 繁樹 水産庁 資源管理部 国際課 課長補佐 

計画管理 田中 宏幸 JICA農村開発部第一グループ水田地帯第三チーム

評価分析 一宮 尚美 （有）クランベリー コンサルタント 

オブサーバー（広域連携） 堧水尾 真也 JICAフィジー事務所 

オブサーバー（海洋生物

資源管理） 
村井 武四 USP派遣専門家 

バヌアツ側 

総括 Mr. Ruben Bakeo Markward 農業省 企画官 

評価メンバー Mr. Rex Willie Semenp 財務省 経済企画局 政策部 教育担当分析官
  

 

調査期間：2008年1月23日－2008年2月4日 評価種類：中間評価 

Ⅲ．評価結果の概要 

１．実績の確認 

＜成果1＞ 

本成果は、おおむね高い達成状況を示していた。種苗生産施設の改築工事及び供与機材の設

置の遅れ、さらには夜間外出禁止令による孵化作業の取りやめなど、プロジェクト初期には望

ましくない状況で始まった。しかし、遅れを最小限にしようとする専門家とカウンターパート

（Counterpart Personnel：C/P）の絶え間ない努力で、活動は精力的に実施された。種苗生産施設

操業の遅れにより活動開始は遅れたものの、達成度は高かった。C/Pの種苗生産技術は、既に基

礎レベルを会得し、安定して大量生産できる技術レベルをめざした指導がなされていた。 
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なお、この種苗生産の開始が遅れ、また沿岸水産資源養殖専門家が赴任直後より設計・施工

に全面的にかかわらざるを得ず、他の活動への関与が抑えられてしまったことは、成果2の活動

の進捗にも影響を与えた。 

＜成果2＞ 

指標の達成状況から、本成果の達成状況は中程度から上とみられる。成果2では、成果1で生

産された種苗が一連の活動の基礎となるが、種苗生産施設の改築が遅れた結果、放流活動の開

始が遅れ、住民主体の資源管理体制作りも着手が遅れる結果となった。しかし、一方で、住民

主体の資源管理体制作りが遅れているため、放流後の管理体制が整わず、種苗放流が停滞して

いるという構図にもなっている。住民主体による資源管理体制の骨子となるアクションプラン

づくりワークショップや資源現状調査の実施を通じて、モデルサイトにはプロジェクト活動を

実施していく素地が形成された。しかし、その後発生したモデルサイト2カ村間の土地争議によ

り資源体制作りが停滞している。残るモデルサイト2カ村では、住民が放流された種苗を自主的

に見回っているが、これを資源管理ルール作りにつなげていく活動が実施されておらず、プロ

ジェクト活動に対するモデルサイトの盛り上がりの低下が懸念された。 

指標に直結していないが、合同タブー域監理委員会に警察を巻き込み、伝統的なタブー制度

を現代システムのなかで活性化しようとする意義は大きく、これを実現したプロジェクトの交

渉能力は高く評価された。 

＜成果3＞ 

指標の達成状況から、本成果の達成状況は中程度より下とみられた。 

社会経済ベースライン調査の実施後、収入向上が期待できるものについて詳細な市場調査を

行い、生計向上策として貝殻細工と鑑賞用シャコガイ養殖という2つの活動が導き出されてい

た。また、モデルサイトにおける生計向上策として適切かどうか、生態などについて調査して

いる生物も3種特定できていた。 

一方で、モデルサイトにおける活動については、生計向上策が特定されて以後、具体的な活

動の展開が見られなかった。貝類以外の水生物について調査活動が進められていたのに比べ、

コミュニケーションの確保の難しさから、直接、モデルサイト住民を対象にした活動の進捗は

限られていた。 

＜プロジェクト目標＞ 

プロジェクト目標の実現可能性の見込みは高いと評価した。これは、資源管理に関するワー

クショップに参加する住民数（CBRMアクションプラン作りワークショップ：58名、観賞用シャ

コガイ増養殖ワークショップ67名）、資源管理システムが実施されている対象種の数（3種）及

び住民による資源の定期的モニタリング（モニタリング台帳の完成）の状況から判断した。 

 

２．評価結果の要約 

（1）妥当性：高い 

まず、プロジェクト内容は、当初からバヌアツ政府の開発政策と日本のODA政策に合致

している。バヌアツ政府は、最近、タカセガイ、ナマコ、シャコガイの長期禁漁を発表し

たが、これらはプロジェクトの増養殖対象種でもある。また、本プロジェクトが確立をめ

ざしている住民主体の沿岸水産資源管理体制（Community Based Resource Management：
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CBRM）は、伝統的なタブー制度の復権ともつながっており、沿岸集落のニーズに応えてい

る。さらに、先方実施機関である水産局は、もともとCBRMを普及させる責務を担っており、

本プロジェクトのカウンターパート機関として適している。一方、日本は類似プロジェク

トをトンガ及びキリバスで成功裡に終了しており、このプロジェクトの協力・実施に相応

しい経験を持っている。 

 

（2）有効性：中程度 

これは成果‐プロジェクト目標－上位目標に至る因果関係に不明瞭さが存在し、各成果

の達成度のばらつきが高いものの、プロジェクト目標の実現は高いと予測されるからであ

る。まず、因果関係であるが、成果1と成果2はプロジェクト目標と、手段―目的の因果関

係が明らかである。収入向上をめざす成果3は、資源管理体制づくりにおいて、資源管理導

入による収入減への対応策として不可欠な要素である。しかし、3年間というプロジェクト

期間と、資源管理の対象種は従前から禁漁となっている。現在のプロジェクトの枠組みで

は、生計向上対策を検討する必要性が高いとは言い難く、成果3とプロジェクト目標の因果

関係が弱い。次いで、プロジェクト目標実現に影響する各成果の達成状況であるが、成果1

から成果3の間で達成状況のばらつきが大きい。しかし、今後、中断されている活動の再開、

達成度が低い成果に対する重点的な投入と2つある専門分野間の連携強化が予定されてい

ることから、プロジェクト目標の実現度は高いと見込まれる。 

 

（3）効率性：中程度 

専門家、機材、C/Pなど投入の量と質はおおむね適切で、また効率的に活用されている。

しかし、種苗施設の改築と供与機材の設置が予定より6カ月遅れたため、成果1と成果2の活

動の開始が遅れ、さらに成果2の達成状況にも影響を与えた。また、住民を対象とする沿岸

水産資源管理分野・水産普及分野の活動については、C/Pの多くから、種苗生産に比べて短

期専門家の派遣が少なくバランスに欠けているという見解が寄せられた。C/P本邦研修の科

目もすべて住民を対象とする活動分野に沿ったものであるため、今後は、この分野への優

先的な投入が必要となるであろう。 

 

（4）インパクト：正・大 

上位目標がめざす、住民主体の資源管理による資源増殖はバヌアツの沿岸集落に共通す

るニーズに応えており、モデルサイトや対象地域を超えた波及効果が期待できる。また、

上位目標には、バランスのとれた漁獲量と資源量を確保することも含まれているため、環

境の保全や保護にも貢献することが期待できる。 

 

（5）持続性：中程度 

政策面では、政府の対象種の漁獲禁止措置で持続性が確保された。組織・財政面では、

人材確保とそのための予算措置が必要であり、水産局のより一層の関与が求められる。さ

らに、現在、水産局では出向中の局長に代わり、局長代行者2名が交替でその任務にあたっ

ているが、これにより意思決定などにおいて長期的な判断がし難くなっている。持続性の
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強化には、水産局の組織強化が重要な鍵となるであろう。技術面では、水産局のC/Pは種苗

生産・中間育成の技術を対象以外の生物に自主的に応用するなどして汎用性が認められる

一方、沿岸水産資源管理分野・水産普及分野については、今後移転が本格化される予定で

ある。また、モデルサイト住民はプロジェクト活動を通じて、生物学的見地からの知識を

得ており、さらに得たいと考えているほど、住民においても知識・技術の応用が期待でき

る。また、これまでの女性のプロジェクト参加は、モデルサイトの慣習に照らし合わせる

と妥当であり、今後は、資源管理体制づくりへの女性参加に留意する必要がある。 

 

３．効果発現に貢献した要因 

（1）計画内容に関すること 

1）伝統的社会制度の活用 

モデルサイトの大半は、チーフもしくはカウンシルによる伝統的な社会制度を維持し

ている。伝統的海域保有制度、または地元で言う「タブー地域」は伝統的社会制度の1つ

であり、沿岸資源保護に極めて有効である。このような慣習の活用は、モデル地域住民

がプロジェクトの意図を理解し、その活動を支援・協力することを促進した。 

 

（2）実施プロセスに関すること 

1）種苗生産スタッフの多大な努力 

孵化場・育苗場の操業が約6カ月遅れたことに対し、種苗生産の専門家とC/Pは極めて

精力的に作業を展開し、その遅れを最小限にとどめた。そのため、成果1に関しては、こ

の遅れは克服できている。 

 

４．問題点及び問題を惹起した要因 

（1）計画内容に関すること 

1）一部、不明瞭な因果関係と根本的事項 

上位目標－プロジェクト目標－成果の因果関係が、一部、明確ではなく、成果から上

位目標への強い因果関係が存在するような飛躍が存在していた。そのためターゲットグ

ループ、モデルサイトやプロジェクトが目標とする資源管理の内容について、関係者間

で異なる認識が発生した。またプロジェクトの実際の活動が、プロジェクト・デザイン・

マトリックス（Project Design Matrix：PDM）第1版では体系的に整理できないため、例え

ばプロジェクト進捗報告の作成や活動計画（Plan of Operations：PO）の策定を難しくして

いた。 

 

（2）実施プロセスに関すること 

1）孵化場・育苗場の操業の遅れ 

前述のように、プロジェクト活動のインフラストラクチャーである孵化場・育苗場の

操業の遅れが、特に成果2の進捗を遅らせ、成果の達成を阻害した。 
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2）モデルサイトとのコミュニケーションの制限 

バヌアツでは、コミュニティ内で何か活動をするには、まず、チーフなどの指導者層

から許可を取り付ける必要がある。しかし、電話などの近代的コミュニケーション手段

が使えず、直接、訪問するしか確実な手段がない場合が圧倒的で、許可を取り付けられ

ずに、活動実施を延期せざるをえないことがあった。 

3）2つのモデルサイト間での土地争議 

全部で4カ村あるモデルサイトのうち、隣接する2カ村（スナエ村、タシリキ村）間の

境界をめぐる争いが激化し、2007年11月から、この2カ村に対する活動を中断せざるを得

ない状態である。 

4）プロジェクト内部のコミュニケーションの不足 

C/P機関である水産局では、水産局長不在に起因し、水産資源調査・増養殖部門と普及・

沿岸資源管理部門でする情報共有が不足していた。さらに、バヌアツ側・日本側で構成

されるプロジェクトとしても、沿岸水産資源増養殖分野（種苗生産・中間育成分野）と

沿岸水産資源管理分野（住民主体の資源管理分野）の間でも連携・協調が不足している

ことが認められた。さらに、日本人専門家とC/Pの間の情報伝達も、C/Pには不十分と受

け止められていた。水産局と日本人専門家によって進捗状況確認のための連絡会議を少

なくとも月1回、開催し、また活動モニタリングを合同で6カ月に1度行い、その報告書を

プロジェクト・ダイレクターに提出することになっているが 、いずれも実行されていな

いなど、日本側－バヌアツ側間、また種苗生産活動と住民対象活動との間での情報共有

や認識の統一を促進する機能を有効に活用できていなかった。 

 

５．結論 

プロジェクトの対象地域、対象グループ、モデルサイト、対象種といったプロジェクトの枠

組みの再定義、活動の整理と指標の策定を含むPDMの修正作業とPDM第2版作成により、これま

で異なっていたプロジェクト関係者間の認識を統一することができた。 

プロジェクト関係者の認識の相違に関連して、プロジェクト内では、全面的にコミュニケー

ションが不十分であることが明らかとなった。今後の活動実施方法をより良く進めるためにも、

日本側・バヌアツ側それぞれの内部、また沿岸水産資源増養殖分野（種苗生産・中間育成技術

分野）と沿岸水産資源管理分野（普及・資源管理分野）の間での情報共有と密接な連携・相互

支援が必要であることが指摘された。 

資源回復や生計向上とは別に、住民には、経験則として持っている対象種に関する知識に加

えて、生物学的な情報が必要である、学びたいという要望がある。住民主体資源管理体制作り

の一貫として、プロジェクト活動の様々な場面を通じて、生物学的知見を伝えていくことは、

住民への技術移転にもなり、プロジェクトの持続性を強化するであろう。 

3つある成果では達成状況のばらつきが大きかった。施設整備の遅れにもかかわらず達成状況

の高い成果1に比べ、達成が中程度の成果2、達成が限定的な成果3という差があり、今後は達成

度が低いものへ焦点をあてて活動を展開していく必要がある。 
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６．提言 

 （1）PDMとPOの改訂 

合同評価チームは、中間レビュー調査作業の一環としてPDMの改訂を試みた。本調査の

結果、この改訂PDM、PDM第2版（案）は、PDM第1版よりも客観的であり、プロジェクト

活動を端的に把握・検証できることが示された。残りのプロジェクト期間で有効的に活動

を進め、目標を達成するためにも、PDMを第2版（案）へ改訂することが勧められる。 

 

 （2）モデルサイト2カ村への活動の集約 

モデルサイト4カ村のうち、2カ村では土地争議の発生により実質的な活動が2007年11月

以来、中断している。この争議が裁判所に持ち込まれたことから、解決には長期間を要す

ることが見込まれた。残りプロジェクト期間を考慮し、マンガリリウ村とレレパ村へ活動

を集約するとともに、プロジェクトの成果をターゲット地域に伝えるための方策を講じる

ことが勧められる。 

 

 （3）住民主体の沿岸水産資源管理分野の強化 

住民主体の沿岸水産資源管理分野での活動が停滞していることから、この分野の活動を

強化することが極めて重要で、対策として短期専門家派遣が考えられる。 

 

 （4）国内と域内でのネットワーク活動の展開 

バヌアツ国内や南大洋州域内には、住民主体の資源管理について豊富な経験を持つNGO

や大学、研究機関が存在する。この分野のプロジェクトの手薄さを補完するためにも、こ

れら団体とのネットワークを構築し、その見地を活用することが勧められた。 

 

 （5）情報共有の担保 

今後、モデルサイトでの活動が展開するにつれ、有効に活動を推進するには、プロジェ

クト内での情報共有がますます重要となってくる。そのため、種苗生産と地域普及活動、

またバヌアツ側と日本側といった枠を超えて、情報を共有する必要がある。 

 

７．教訓 

 （1）プロジェクト実施者による定期的な活動レビュー 

情報共有の不足がプロジェクト活動のスムーズな実施や実績の正しい認識に影響してい

たことが明らかになった。評価やモニタリングはプロジェクト外から実施されるものとせ

ず、日本側とバヌアツ側と双方のプロジェクト実施者が共同でモニタリングを行い、実施

状況について共同認識を持つことによって、実施プロセスやプロジェクトマネジメントが

改善されるであろう。さらに、日本側がファシリテーションし、モニタリングのイニシア

ティブを先方に持たせるよう工夫すれば、先方のオーナーシップ醸成に貢献することが期

待できる。 
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 （2）住民主体の資源管理を推進する際の国際協力機構（Japan International Cooperation Agency：

JICA）内でのコンセンサス作り 

「資源管理」に包含されるものは極めて幅広く多様であり、効果発現を見極めるには長

期的視野で臨むことが不可欠である。また、効果をもたらす、もしくは阻害する要因が、

極めて重層的に相互に関係しているため、資源管理プロジェクトの実施にあたっては、仮

説づくり・検証・見直しという、試行錯誤のプロセスをあらかじめ組み込んでおく必要が

ある。 
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第１章 評価調査の概要 
 

１－１ 背景・経緯 

バヌアツ共和国（以下「バヌアツ」と記す）は、群島から形成される小島嶼国で、主な産業は

第1次産業（畜産及び水産）と観光業である。1人当たり国民総所得（Gross National Income：GNI）

は1,180米ドルである。住民の主なタンパク源は国内で肥育されている牛肉であるが、生産地（島）

以外で牛肉を入手することは困難である。そのため、沿岸地域ではタンパク質の大部分を水産資

源に頼っている集落が多い。それと同時に、水産物はマーケットや観光客向けのレストラン等の

国内市場及び海外にも出荷される等、現金収入手段としても重要である。 

沿岸地域の多くの住民は、資本の制約に加え、伝統的なチーフ制の影響もあり、原始的な漁業

を営んでいる。主として沿岸の浅海域に分布する水産資源を利用しており、漁獲量は多くない。

しかし、資源管理の概念を持たないため、捕獲が容易で、かつ商品価値の高い貝類資源は乱獲状

態にある。また、近年は台湾の業者がナマコやノコギリガザミを積極的に買い付けていることか

ら、資源の枯渇を招いている。同様の状況は広く大洋州において見られ、JICAは2003年に基礎調

査団を派遣し、バヌアツ、フィジー、ニューカレドニアにおいて水産分野の現状と課題を把握す

るとともに、各機関が実施しているプロジェクトのレビュー等を通じて新規技術協力の方向性を

検討した。 

その結果、バヌアツでは、沿岸水産資源の増養殖及び管理に高い関心が持たれていることが明

らかとなった。このような背景の下、バヌアツ政府は、乱獲等により減少した沿岸水産資源や現

金収入に有用な沿岸資源を復元し、適切に管理することによって、持続的な村落開発・沿岸水産

資源保全の体制を確立することが重要であると再認識した。しかし、バヌアツ政府はこれら技術

を有しておらず、今までに多くの国で同様の協力実績を有するわが国に対し、技術協力プロジェ

クトを要請するに至った。 

かかる背景から、本プロジェクトは、バヌアツ水産局をカウンターパート機関として2006年3月

から3年間の予定で実施されれ、2008年1月時点では、2名の長期専門家を派遣中であった。 

今回実施の中間レビューは、プロジェクトの中間点を経過したことから、バヌアツ側と合同で、

協力開始から現在までの実績、プロジェクト目標と成果の達成度をPDMに基づき確認し、更に評

価5項目の観点からプロジェクトの評価を行うとともに、プロジェクトの残り期間の活動計画につ

いて今後の協力の枠組みも含め協議し、必要に応じて計画の修正を行うことを目的として実施さ

れた。 

 

１－２ 調査の目的 

本中間レビューは、プロジェクトの中間点を経過したことから、以下の3点の目的のため実施す

る。 

 （1）技術協力の開始から現在までの実績と計画達成度を確認するとともに、評価5項目（妥当

性、有効性、効率性、インパクト及び持続性）に沿って日本側・バヌアツ側双方で総合的

に評価する。 

 

 （2）プロジェクト後半の活動計画について協議し、必要な助言を行い、必要に応じて計画（PDM、

POを含む）の修正を行う。 
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 （3）地域共同体であるSPC、USPへプロジェクトの進捗を報告すると同時に、連携方策について

協議を行う。 

      なお、本中間レビュー調査に係る対処方針（案）については付属資料1を参照。 

 

１－３ 調査団の構成及び業務分担 

 （1）日本側調査団員 

担当分野 氏 名 所属等 

総括 友部 秀器 JICA農村開発部第一グループ長 

水産資源管理 高屋 繁樹 水産庁 資源管理部 国際課 課長補佐 

計画管理 田中 宏幸 JICA農村開発部第一グループ水田地帯第三チーム 

評価分析 一宮 尚美 （有）クランベリー コンサルタント 

 

 （2）バヌアツ側評価団員 

担当分野 氏 名 所属等 

総括 Mr. Ruben Bakeo Markward 農業省 企画官 

評価メンバー Mr. Rex Willie Semenp 
財務省 経済企画局 政策部 

教育担当分析官 

 

 （3）オブザーバー 

担当分野 氏 名 所属等 

オブザーバー（広域連携） 堧水尾 真也 JICAフィジー事務所 

オブザーバー（海洋生物資源管理） 村井 武四 USP派遣専門家 

 

１－４ 調査日程 

2008年1月23日～ 2月4日 

１．評価分析団員：1月22日（火）～2月6日（水）16日間 

２．官団員：1月28日（月）～2月9日（土）13日間 

詳細は、付属資料2を参照。 

 

１－５ プロジェクトの概要 

対象地域 バヌアツ6州（ただし、マランパ州、シェファ州及びタフェア州の3州は

日本人専門家がC/Pと共に指導し、サンマ州、トルバ州及びペナマ州の3

州は、バヌアツ側C/Pのみが指導する。） 

実施機関 バヌアツ水産局 

協力期間 2006年3月～2009年2月（3年間） 

上位目標 モデルサイトで、沿岸水産資源の適切な保全・利用により、沿岸住民の

生計が改善されるとともに、モデルサイトを中心に周辺地域にも対象種

の資源増殖効果が波及する。 
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プロジェクト目標 モデルサイトで、住民参加型の沿岸水産資源管理が実践される。 

成果 1. 沿岸定着性資源の種苗生産・中間育成の技術が向上する。 

2. モデルサイトで住民主体の粗放的な増養殖の管理体制が確立される。

3. モデルサイト住民の生計の改善が提案される。 

活動 1-1. 水産局の種苗生産施設を補修・増設する。 

1-2. 対象種の親及び放流用種苗を確保・育成する。 

1-3. 対象種の種苗を生産する。 

1-4. 対象種の種苗を施設内で中間育成する。 

1-5. 対象種の種苗を海中で中間育成する。 

1-6. 対象種の種苗生産・中間育成技術マニュアルを作成する。 

1-7. 対象種の種苗生産・中間育成のワークショップを開催する。 

2-1. 対象種の増養殖に適した場所を選定する。 

2-2. 沿岸水産資源管理方法のワークショップを開催する。 

2-3. 対象種の種苗を放流する。 

2-4. 対象種の資源状態のモニタリング方法を指導する。 

2-5. 沿岸水産資源管理マニュアルを作成する。 

3-1. 沿岸住民の生計の現状を把握する。 

3-2. 生計の改善に向けたワークショップを開催する。 

3-3. 他種の増養殖の可能性を調査する。 

3-4. 沿岸住民の生計の改善に向けた計画を提案する。 

日本側投入 ・長期専門家2名 

‐  チーフアドバイザー/沿岸水産資源増養殖 

‐  業務調整/沿岸水産資源管理 

・短期専門家 

・機材供与 

・研修員受入等 
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第２章 評価の方法 
 

２－１ 評価フレームワーク 

本中間レビューでは、「新JICA事業評価ガイドライン（第1版）」に従い、プロジェクトの実績と

実施プロセスを把握した後、以下の評価5項目（妥当性、有効性、効率性、インパクト、持続性）

の観点から分析を行った。 

①妥当性（relevance） 

プロジェクトのめざしている効果（プロジェクト目標や上位目標）が、受益者のニーズに合

致しているか、問題や課題の解決策として適切か、相手国と日本側の政策との整合性はある

か、プロジェクトの戦略・アプローチは妥当か、公的資金である政府開発援助（ODA）で実

施する必要があるかなどといった「援助プロジェクトの正当性・必要性」を問う視点。 

②有効性（effectiveness） 

プロジェクトの実施により、プロジェクトのターゲットグループへ意図した便益がもたらさ

れているのか、あるいはもたらされるのか（プロジェクト目標）を問う視点。 

③効率性（efficiency） 

主にプロジェクトのコストと効果の関係に着目し、資源が有効に活用されているか（あるい

はされるか）を問う視点。 

④インパクト（impact） 

プロジェクト実施によりもたらされる、より長期的、間接的効果や波及効果を見る視点（上

位目標の達成度）。予期していなかった正・負の効果・影響を含む。 

⑤持続性（sustainability） 

援助が終了しても、プロジェクトで発現した効果が持続しているか（あるいは持続の見込み

はあるか）を問う視点。 

 

２－２ データ収集・分析方法 

本調査では、表2-1に示すように様々な情報源から、複数のデータ収集手法を用いて情報収集を

行った。今回の調査では、定量的なデータとともに、定性的な情報の収集にも注力している。な

お、評価グリッドを付属資料3に示す。 

 

表２－１ データ入手手段と情報源 

データ入手手段 情報源 

文献・資料調査 政策文書、討議議事録（R/D）、プロジェクト・デザイン・マトリ

ックス（PDM）※、詳細実施計画（PO）などプロジェクト計画資

料 

プロジェクト資料、専門家報告書、JCC議事録、活動実績・成果（付

属資料6に示す）等 

質問票調査 カウンターパート（C/P）及び日本人専門家 

インタビュー カウンターパート（C/P）及び日本人専門家、モデルサイトの住民

視察 モデルサイト 

※PDM及びPOについては、付属資料4「PDM  Ver. 0及びPO」及び付属資料5「PDM  Ver. 1及びPO」に示す。 
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２－３ 評価調査の制約・限界 

本調査団はプロジェクトの実施・管理に携わった関係者から直接情報を収集した。モデルサイ

トを訪問し、事前に配布をした質問票の回答を基に、C/P及び住民に対するインタビュー、視察を

行った。また、以下の章で述べるとおり、指標が目標数値を含んでおらず不適切であるケースも

あり、定量的な評価が困難であった。 
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第３章 プロジェクトの実績 
 

３－１ 投入実績 

３－１－１ 日本側の投入 

（1）専門家派遣 

2008年1月時点において、2名の長期専門家が、①チーフアドバイザー/沿岸水産資源増養

殖、②業務調整/沿岸水産資源管理の分野で派遣し、延べ5名の短期専門家が、①沿岸水産資

源開発計画、②社会基礎調査、③海藻調査/微細藻類培養基礎デザイン、④海藻調査/微細藻

類培養、⑤沿岸増養殖資源管理の分野で派遣した。また、シャコガイ栽培漁業技術の分野

で第三国専門家（短期）1名をトンガより派遣した。 

 

表３－１ 専門家派遣実績 

派遣分野  派遣期間合計 専門家人数

1．チーフアドバイザー/沿岸水産資源増養殖 長期 22MM 1名 

2．業務調整/沿岸水産資源管理 長期 22MM 1名 

長期専門家合計（2011年9月末現在）  44MM  

1．沿岸水産資源開発計画 短期 1MM 1名 

2．社会基礎調査 短期 1MM 1名 

3．海藻調査/微細藻類培養基礎デザイン 短期 1MM 1名 

4．海藻調査/微細藻類培養 短期 1MM 1名 

5．沿岸増養殖資源管理 短期 5MM 1名 

短期専門家合計（2008年1月末現在）  9MM  

1．シャコガイ栽培漁業技術 短期 1MM 1名 

第三国専門家（短期）  1MM  

 

（2）本邦研修 

中間レビューの時点で、延べ5名のC/Pの本邦研修が実施された。 

氏名 
所属機 

関・役職 
研修期間 研修先 主な研修内容 

Graham Nimobo 

（Mr.） 

水産局・局長 2006年9月24日～

2006年12月9日 

2007年9月30日～

2007年11月17日 

横浜国際セン

ター 

九州国際セン

ター 

コミュニティベース漁

業管理 

小島嶼における人材育

成、地域資源調査手法

Peter James 

（Mr.） 

水産局南部

担当・シニア

オフィサー 

2006年7月11日～

2006年9月23日 

横浜国際セン

ター 

漁業管理制度、漁業協同

組合、漁村振興 

William Morris 

（Mr.） 

トルバ州水

産局・職員 

2007年7月10日～

2007年9月29日 

横浜国際セン

ター 

漁業管理制度、漁業協同

組合、漁村振興 
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Keven Mores 

（Mr.） 

マランパ州水

産局・職員 

2007年7月10日～ 

2007年9月29日 

横浜国際セン

ター 

漁業管理制度、漁業協同

組合、漁村振興 

 

（3）現地業務費 

プロジェクト開始時から2007年3月末までに、合計4,630万円のローカルコストが投入され、

ハッチェリーの整備、種苗調達等を行った。詳細については、付属資料7 合同評価報告書

のAnnex-7を参照。 

 

（4）供与機材 

車両1台を含む1,610万円の機材供与を実施した。詳細については、合同評価報告書の

Annex-6参照。 

 

３－１－２ バヌアツ側の投入 

（1）人員配置 

合計16名（水産局長・代行者：2名、種苗生産・中間育成分野：4名、資源管理・普及分

野：10名）のカウンターパートが配置されている。詳細については、合同評価報告書の

Annex-3参照。 

 

（2）土地・建物・設備 

本プロジェクト実施のために、専門家執務室及びハッチェリーが提供された。 

 

（3）バヌアツ側ローカルコスト負担 

プロジェクト開始時から2007年12月17日までに、1億4,079万3,000Vatu（約1億6,800万円）

のローカルコストが投入された。詳細については、合同評価報告書のAnnex-4参照。 

 

３－２ アウトプットの実績 

３－２－１ アウトプット1の達成状況 

アウトプット1「沿岸定着性資源の種苗生産・中間育成の技術が向上する。」の達成状況は以

下のとおりである。プロジェクト活動はPOに沿って実施され、高い達成状況を示している。 

達成状況：高い 

【活動実績】 

種苗の生産及び中間育成の準備 

【阻害要因】 

ハッチェリー改修の遅れ 

供与機材の遅延 

専門家が工事に関する詳細対応 

C/Pの不足 

上記の阻害要因はあったが、努力により遅れの影響を最小限化した。 
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指標による達成状況－成果1 

PDM第1版 PDM第2版（案） 中間レビュー時の状況 

1-1 対象種の種

苗生産量 

1-1 対象種毎の種苗生産量 

① ヒレジャコ：5,000 

② シラナミ：5,000 

③ ヤコウガイ：3,000 

④ タカセガイ：3,000 

 

① ヒレジャコ：約110,000 

② ヤコウガイ：約4,500 

③ タカセガイ：約400 

1-2 対象種の種

苗生存率 

1-2 採卵から放流するまでの

生存率 

全対象種1％以上 

① ヒレジャコ 

② シラナミ 

③ ヤコウガイ 

④ タカセガイ 

① ヒレジャコ1.8％ 

    （2007年9月採卵分） 

② 他種は、現在飼育中のため数

値未定。 

1-3 C/Pの種苗生

産技術のレ

ベル 

1-3 C/Pが種苗生産できるよう

になる種類数（3種類以上）

ヒレジャコ、シラナミ、ヤコウガ

イの3種について現在技術移転

中、タカセガイについては既に基

礎レベルの技術は習得済み 

1-4 － 1-4 対象種の種苗生産・中間育

成に関する作成されたマ

ニュアル数（3種以上） 

1種は作成済み（シラナミ） 

「鑑賞用シャコガイの種苗生産

マニュアル」2007年12月 

 

３－２－２ アウトプット2の達成状況 

アウトプット2「モデルサイトで、住民主体の粗放的な増養殖の管理体制が確立される。」の

達成状況は、以下のとおりである。プロジェクト活動はPOに沿って実施されており、達成状況

は中程度から上とみられる。 

【活動実績】 

住民：資源管理の必要性の認識向上 

例：合同タブー域の設立準備 

資源管理アクションプラン策定 

【阻害要因】 

モデルサイト2カ所の土地抗争で活動一時見合せ 

種苗生産の遅れ 

 

指標による達成状況－成果2 

PDM第1版 PDM第2版（案） 中間レビュー時の状況 

2-1 新しく導入

された資源

管理体制 

2-1 対象種別の資源現況把握（4種

類以上） 

3種類（シャコガイ、ヤコウ

ガイ、タカセガイ）について

は調査済み。 

2-2 種苗放流数 2-2 対象種毎の放流適性地図の数 放流適性地を調査中 
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2-3 対象種の資

源の増加量 

2-3 対象種毎の親貝と稚貝の放流

数 

① オオジャコ：親貝400 

② ヒレジャコ：親貝20、種苗

5,000 

③ シラナミ：種苗5,000 

④ ヤコウガイ：親貝1,000、

種苗900 

⑤ タカセガイ：親貝2,000、

種苗200 

親貝は以下の数を放流済み。

① オオジャコ：400 

② ヤコウガイ：550 

③ タカセガイ：60 

種苗は放流していない。 

2-4 モニタリン

グ方法を理

解した住民

の数 

2-4 沿岸水産資源管理ルール数（2

種類以上） 

合同タブー域設立について

の合意を取り付け。 

ルール作りを継続中 

--- ------------- 2-5 沿岸水産資源管理マニュアル

数（3種以上） 

1種作成済み 

「住民主体の沿岸資源管理

アクションプランづくりワ

ークショップ開催マニュア

ル」2007年12月 

 

３－２－３ アウトプット3の達成状況 

アウトプット3「モデルサイト住民の生計の改善が提案される。」の達成状況は、限定的と評

価する。詳細は以下のとおりである。 

【活動実績】 

社会経済調査の実施 

生計向上策2種の特定：貝殻細工、観賞用シャコガイ養殖（観光資源にも） 

その他の可能性を検討中：リュウテンサザエ、コブシメ 

【阻害要因】 

通信手段の制限 

 

指標による達成状況―成果3 

PDM第1版 PDM第2版（案） 中間レビュー時の状況 

3-1 提案された

生計改善の

方法の数 

3-1 提案された生計向上数（2種類

以上） 

2種類を検討中 

① 貝殻細工 

② 観賞用シャコガイ増養

殖 

----- ------------- 3-2 生計向上のためのワークショ

ップ参加者数（100名以上） 

現在67名が参加 

2007年3月開催（観賞用シャ

コガイ増養殖ワークショッ

プ） 

----- ------------- 3-3 生計向上に関するマニュアル

（3種類以上） 

1種を作成済み 

「社会経済調査実施マニュ

アル」2006年12月 
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３－３ プロジェクト目標の達成度 

プロジェクト目標である「モデルサイトで、住民参加型の沿岸水産資源管理が実践される。」の

実現可能性の見込みは高いと評価した。 

本調査時の達成状況は以下のとおりである。 

PDM第1版 PDM第2版（案） 中間レビュー時の状況 

1 新しく資源管理

措置を導入した

モデルサイト数 

1 資源管理に関するワークショッ

プに参加する住民の数（150名）

現在参加125名 

住民主体の沿岸水産資源管理

体制（CBRM）アクションプラ

ンづくりワークショップ58名 

観賞用シャコガイ増養殖ワー

クショップ67名 

-- ------------------ 2 資源管理システムが実施されて

いる対象種の数（5種） 

現在3種を実施中 

① シャコガイ（シャコガイ

として実施） 

② ヤコウガイ 

③ タカセガイ 

-- ------------------ 3 住民による資源の定期的モニタ

リング 

未着手 

モニタリング方法を定めたモ

ニタリング台帳は完成済み。 

 

３－４ 実施プロセスにおける特記事項 

 （1）孵化場・育苗場の操業の遅れ 

前述のように、プロジェクト活動のインフラストラクチャーである孵化場・育苗場の操業

の遅れが、特にアウトプット2の進捗を遅らせ、成果の達成を阻害した。 

 

 （2）モデルサイトとのコミュニケーションの制限 

バヌアツでは、コミュニティ内で何か活動をするには、まず、チーフなどの指導者層から

許可を取り付ける必要がある。しかし、電話などの近代的コミュニケーション手段が使えず、

直接、訪問するしか確実な手段がない場合が圧倒的で、許可を取り付けられずに、活動実施

を延期せざるをえないことがあった。 

 

 （3）2つのモデルサイト間での土地争議 

全部で4カ村あるモデルサイトのうち、隣接する2カ村（スナエ村、タシリキ村）間の境界

をめぐる争いが激化し、2007年11月から、この2カ村に対する活動を中断せざるを得ない状態

である。 

 

 （4）プロジェクト内部のコミュニケーションの不足 

C/P機関である水産局では、水産局長不在に由来して、水産資源調査・増養殖部門と普及・

沿岸水産資源管理部門でする情報共有が不足していた。さらに、バヌアツ側・日本側で構成

されるプロジェクトとしても、沿岸水産資源増養殖分野（種苗生産・中間育成分野）と沿岸

水産資源管理分野（住民主体の資源管理分野）の間でも連携・協調が不足していることが認

められた。さらに専門家とC/Pの間の情報伝達も、C/Pには不十分と受け止められていた。水
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産局と日本人専門家によって進捗状況確認のための連絡会議を少なくとも月1回、開催し、ま

た活動モニタリングを合同で6カ月に1度、行い、その報告書をプロジェクト・ダイレクター

に提出することになっているが 、いずれも実行されていないなど、日本側－バヌアツ側間、

また種苗生産活動と住民対象活動との間での情報共有や認識の統一を促進する機能を有効に

活用できていなかった。 
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第４章 PDMの検証 
 

（1）PDMの検証の背景 

以下の背景からPDMの検証を実施することとした。 

① プロジェクト活動の詳細が不明瞭であり、関係者間で共有できていない。 

② プロジェクト開始後、3カ月程度で設定される予定の指標数値が設定されていない。 

③ 個別の活動は進んでいるものの、現在の進捗状況及び今後の活動が図りづらい。 

 

（2）PDM検証1．プロジェクトの枠組みの確認・再定義 

① 対象グループとは 

沿岸集落（水産局職員はC/P） 

② 対象地域とは 

プロジェクト成果を移転する地域 

3州（シェファ州、マランパ州、タフェア州） 

③ モデルサイトとは 

直接、プロジェクトが活動を実施する沿岸集落 

4カ村（マンガリリウ、レレパ、スナエ、タシリキ） 

④ 対象種とは何を指すのか 

種苗生産・中間育成、親貝・稚貝放流で対象が異なる 

対象種とその属 
対象となる活動（PDM） 

1-1～1-4 2-1～2-6 3-1～3-5 

シャコガイ 

オオジャコ  ○ ○ 

ヒレジャコ ○ ○ ○ 

シラナミ ○ ○ ○ 

ヒメジャコ   ○ 

ヤコウガイ ○ ○ ○ 

タカセガイ ○ ○ ○ 

ナマコ（ハネジナマコ）  ○※2-1のみ  

 

（3）PDM検証2．指標と活動の整理・再構築 

① 活動：活動内容を見直し、表現を変更し、原則、時系列的に整理 

（活動内容そのものの変更はない） 

② 指標：上記活動に合わせ、数値の設定 

→PDM Ver.2の作成、付属資料8「PDM新旧対比表」及び付属資料9「PDM Ver.2」参照の

こと。 
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新旧活動の対照表―成果1 

PDM 第1版 PDM 第2版 

1-1 
水産局の種苗生産施設を補修・増設す

る。 
1-1

水産局の種苗生産施設を補修・増築す

る。 

1-2 
対象種の親及び放流用種苗を確保・育成

する。 
1-2 対象種の親貝を確保・育成する。 

1-3 対象種の種苗を生産する。 

1-3 対象種の種苗生産を行う。 1-4 対象種の種苗を施設内で中間育成する。

1-5 対象種の種苗を海中で中間育成する。 

1-6 
対象種の種苗生産・中間育成技術マニュ

アルを作成する。 
1-4

対象種の種苗生産に関するマニュアル

を作成する。 

1-7 
対象種の種苗生産・中間育成のワークシ

ョップを開催する。 
--- ＊対象が水産局（C/P）のため削除 

 

新旧活動の対照表―成果2 

PDM 第1版 PDM 第2版 

2-1 
対象種の増養殖に適した場所を選定す

る。 
2-1 資源現況を調査する。（追加） 

2-2 
沿岸水産資源管理方法のワークショッ

プを開催する。 
2-2 増養殖に適した放流場所を選定する。 

2-3 対象種の種苗を放流する。 2-3 親貝・種苗を放流する。 

2-4 
対象種の資源状態のモニタリング方法

を指導する。 
2-4 沿岸水産資源管理のルールを作る。 

2-5 
沿岸水産資源管理マニュアルを作成す

る。 
2-5

沿岸水産資源管理に関するマニュアル

を作成する。 

--- ------ 2-6
沿岸水産資源管理に関するワークショ

ップを開催する。（追加） 

 

新旧活動の対照表―成果3 

PDM 第1版 PDM 第2版 

3-1 沿岸住民の生計の現状を把握する。 3-1 沿岸住民の生計の現状を把握する。 

3-2 
生計向上に向けたワークショップを開

催する。 
3-2

生計向上の方策について実現可能性を

検討する。 

3-3 他種の増養殖の可能性を調査する。 3-3
モデルサイトにおける生計向上計画を

作る。 

3-4 
沿岸住民の生計向上に向けた計画を提

案する。 
3-4

生計向上に関するマニュアルを作成す

る。（追加） 

---  3-5
生計向上に関するワークショップを開

催する。 
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第５章 評価結果 
 

５－１ 妥当性 

妥当性は以下の理由から高い。 

まず、本件協力の内容は、バヌアツ政府の水産セクターの重点項目の1つである住民主体の沿岸

水産資源管理に資するもので、JICAの対バヌアツ援助実施方針である農村開発による生計向上に

沿ったものであり、バヌアツ政府の開発政策と日本のODA政策に合致している。 

バヌアツ政府は、最近、タカセガイ、ナマコ、シャコガイの長期禁漁を発表したが、これらは

プロジェクトの増養殖対象種でもある。またプロジェクトが確立をめざしている住民主体の沿岸

水産資源管理体制（CBRM）は、伝統的なタブー制度の復権ともつながっており、沿岸集落のニー

ズに応えている。さらに先方実施機関である水産局は、もともとCBRMを普及させる責務を持って

おり、本プロジェクトのカウンターパート機関として適している。一方、日本は類似プロジェク

トをトンガ及びキリバスで成功裡に終了しており、このプロジェクトの協力・実施に相応しい経

験を持っている。 

 

５－２ 有効性 

本プロジェクトの有効性は中程度と見込まれる。これは成果－プロジェクト目標－上位目標に

至る因果関係に不明瞭さが存在し、各成果の達成度のばらつきが高いものの、プロジェクト目標

の実現は高いと予測されるからである。まず因果関係であるが、成果1と成果2はプロジェクト目

標と、手段―目的の因果関係が明らかである。収入向上をめざす成果3は、資源管理体制づくりに

おいて、資源管理導入による収入減への対応策として不可欠な要素である。しかし3年間というプ

ロジェクト期間と、資源管理の対象種は従前から禁漁となっている現在のプロジェクトの枠組み

では、生計向上対策を検討する必要性が高いとは言い難く、成果3とプロジェクト目標の因果関係

が弱い。次いで、プロジェクト目標実現に影響する各成果の達成状況であるが、成果1から成果3

の間で達成状況のばらつきが大きい。しかし、今後、中断されている活動の再開、達成度が低い

成果に対する重点的な投入と2つある専門分野間の連携強化が予定されていることから、プロジェ

クト目標の実現度は高いと見込まれる。 

 

５－３ 効率性 

効率性は以下の理由から中程度である。 

本プロジェクトの効率性は中間評価時、中程度であった。専門家、機材、C/Pなど投入の量と質

はおおむね適切で、また、効率的に活用されている。しかし、種苗施設の改築と供与機材の設置

が予定より6カ月遅れたため、成果1と成果2の活動の開始が遅れ、さらに成果2の達成状況にも影

響を与えた。また、住民を対象とする沿岸水産資源管理分野・水産普及分野の活動については、

カウンターパートの多くから、種苗生産に比べて短期専門家の派遣が少なくバランスに欠けてい

るという見解が寄せられた。カウンターパート本邦研修の科目もすべて住民を対象とする活動分

野に沿ったものであるため、今後は、この分野への優先的な投入が必要となるであろう。 

 

５－４ インパクト 

本プロジェクトの中間評価時点におけるインパクトは、正・大と見込まれる。本プロジェクト
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のインパクトは高いと見込まれる。上位目標がめざす、住民主体の資源管理による資源増殖はバ

ヌアツの沿岸集落に共通するニーズに応えており、モデルサイトや対象地域を超えた波及効果が

期待できる。また上位目標には、バランスのとれた漁獲量と資源量を確保することも含まれてい

るため、環境の保全や保護にも貢献することが期待できる。 

 

５－５ 持続性 

本プロジェクトの持続性は中間評価時点で、中程度と見込まれる。政策面では、政府の対象種

の漁獲禁止措置で持続性が確保された。組織・財政面では、人材確保とそのための予算措置が必

要であり、水産局のより一層の関与が求められる。さらに、現在、水産局では出向中の局長に代

わり、局長代行者2名が交替でその任務にあたっているが、これにより意思決定などにおいて長期

的な判断がしがたくなっている。持続性の強化には、水産局の組織強化が重要な鍵となるであろ

う。技術面では、水産局のC/Pは種苗生産・中間育成の技術を対象以外の生物に自主的に応用する

などして汎用性が認められる一方、沿岸水産資源管理分野・水産普及分野については、今後移転

が本格化される予定である。またモデルサイト住民はプロジェクト活動を通じて、生物学的見地

からの知識を得ており、さらに得たいと考えているほど、住民においても知識・技術の応用が期

待できる。また、これまでの女性のプロジェクト参加は、モデルサイトの慣習に照らし合わせる

と妥当であり、今後は、資源管理体制づくりへの女性参加に留意する必要がある。 
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第６章 結論 
 

プロジェクトの対象地域、対象グループ、モデルサイト、対象種といったプロジェクトの枠組

みの再定義、活動の整理と指標の策定を含むPDMの修正作業とPDM第2版作成により、これまで異

なっていたプロジェクト関係者間の認識を統一することができた。 

プロジェクト関係者の認識の相違に関連して、プロジェクト内では、全面的にコミュニケーシ

ョンが不十分であることが明らかとなった。今後の活動実施方法をよりよく進めるためにも、日

本側・バヌアツ側それぞれの内部、また沿岸水産資源増養殖分野（種苗生産・中間育成技術分野）

と沿岸水産資源管理分野（普及・資源管理分野）の間での情報共有と密接な連携・相互支援が必

要であることが指摘された。 

資源回復や生計向上とは別に、住民には、経験則として持っている対象種に関する知識に加え

て、生物学的な情報が必要である、学びたいという要望がある。住民主体資源管理体制づくりの

一貫として、プロジェクト活動の様々な場面を通じて、生物学的知見を伝えていくことは、住民

への技術移転にもなり、プロジェクトの持続性を強化するであろう。 

3つある成果では達成状況のばらつきが大きかった。施設整備の遅れにもかかわらず達成状況の

高いアウトプット1に比べ、達成が中程度のアウトプット2、達成が限定的なアウトプット3という

差があり、今後は達成度が低いものへ焦点をあてて活動を展開していく必要がある。 
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第７章 提言 
 

（1）PDMとPOの改訂 

合同評価チームは、中間評価作業の一環としてPDMの改訂を試みた。中間評価の結果、この

改訂PDM、PDM第2版（案）のほうが、PDM第1版よりも、客観的であり、プロジェクト活動を

端的に把握・検証できることが示された。残るプロジェクト期間で有効的に活動を進め、目標

を達成するためにも、PDMを第2版（案）へ改訂することが勧められる。 

 

（2）モデルサイト2カ村への活動の集約 

モデルサイト4カ村（付属資料10にモデルサイトを示す）のうち、2カ村では土地争議の発生

により実質的な活動が2007年11月以来、中断している。この争議が裁判所に持ち込まれたこと

から、解決には長期間を要することが見込まれた。残るプロジェクト期間を考慮し、マンガリ

リウ村とレレパ村へ活動を集約するとともに、プロジェクトの成果をターゲット地域に伝える

ための方策を講じることが勧められる。 

 

（3）住民主体の沿岸水産資源管理分野の強化 

住民主体の沿岸水産資源管理分野での活動が停滞していることから、この分野の活動を強化

することが極めて重要で、対策として短期専門家派遣が考えられる。 

 

（4）国内と域内でのネットワーク活動の展開 

バヌアツ国内や南大洋州域内には、住民主体の資源管理について豊富な経験を持つNGOや大

学、研究機関が存在する。この分野のプロジェクトの手薄さを補完するためにも、これら団体

とのネットワークを構築し、その見地を活用することが勧められた。 

 

（5）情報共有の担保 

今後、モデルサイトでの活動が展開するにつれ、有効に活動を推進するには、プロジェクト

内での情報共有がますます重要となってくる。そのため、種苗生産と地域普及活動、またバヌ

アツ側と日本側といった枠を超えて、情報を共有していく必要がある。 
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第８章 教訓 
 

（1）プロジェクト実施者による定期的な活動レビュー 

情報共有の不足がプロジェクト活動のスムーズな実施や実績の正しい認識に影響していたこ

とが明らかになった。評価やモニタリングはプロジェクト外から実施されるものとせず、日本

側とバヌアツ側と双方のプロジェクト実施者が共同でモニタリングを行い、実施状況について

共同認識をもつことによって、実施プロセスやプロジェクトマネジメントが改善されるであろ

う。さらに、日本側がファシリテーションし、モニタリングのイニシアティブを先方に持たせ

るよう工夫すれば、先方のオーナーシップ醸成に貢献することが期待できる。 

 

（2）住民主体の資源管理を推進する際のJICA内でのコンセンサス作り 

「資源管理」に包含されるものは極めて幅広く多様であり、効果発現を見極めるには長期的

視野で臨むことが不可欠である。また、効果をもたらす、もしくは阻害する要因が、極めて重

層的に相互に関係しているため、資源管理プロジェクトの実施にあたっては、仮説づくり・検

証・見直しという、試行錯誤のプロセスをあらかじめ組み込んでおく必要がある。 
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第９章 調査結果の概要 
 

９－１ 対処方針に対する結果 

項目 対処方針 結果 

（1）PDM ア 曖昧な表現があるため、対象種、

対象地区、対象集落を明確にする。ま

た、状況を勘案し、以下のとおり変更

を行う。 

イ 数値指標の未設定箇所に関し、協

議を行い、合意した数値をPDMに反映

させることとする。 

ウ PDM上の指標を含めたすべての項

目の表記及び設定の妥当性につき先方

との間で再確認を行うこととする。 

 付属資料8．PDM新旧対比表のとおり、

対処方針で示したアとイについて表記及

び設定の修正を行った。 

 PDM上の表記及び設定の修正について

は、JCCにて承認された。 

＊対象地域（Target Area）とは、モデルサ

イトでの研修、ワークショップに関係者を

招聘することにより裨益を図る地域を指

す。 

＊モデルサイトとは、沿岸水産資源管理モ

デルを構築するためにプロジェクトが直

接活動する村落（2村落）を指す。 

＊対象種とは、シャコガイ（4種）、ヤコウ

ガイ、タカセガイ、ナマコを指し、それぞ

れの活動範囲及び指標はPDMで明記した。

（2）PO 活動実績・成果表等に基づき、活動

項目毎に進捗状況と達成度を確認し、

必要に応じて現行POに修正を行うこと

とする。普及関連活動の若干の遅れが

確認されているところ、特に当該活動

のその後の進捗、今後の計画等につき

十分な確認、検討を行うこととする。

また、PO上での記載はないが、対象

種としてのナマコの位置づけに関して

は、試行的な位置づけとし、親ナマコ

の飼育を含む基礎情報の収集とし、他

の貝類と異なり種苗生産は行わず、

SPC、World Fish Center等外部リソース

の活用により指導を行うこととする。

活動内容そのものに変更はないが、JCC

にて承認されたPDMに基づき、POを改定

することとした。（本調査では未設定） 

対象種の1つであるナマコについては、

種苗生産は行わず、基礎情報の収集にとど

めることで、先方と合意した。また、SPC、

World Fish Centerを訪問したところ、技術

及び資料の提供について合意が得られた

ため、専門家の招聘及びセミナーの開催に

ついて、本プロジェクトにて検討すること

とした。 

（3）実施体

制 /モニタ

リング 

JCCでの報告にあるバヌアツ側C/Pの

配置の遅延に関し、再度確認を行う。

プロジェクト目標の達成はもとより、

持続性等の確保には、日・バ両者の間

の連携が不可欠である旨、改めて申し

入れを行うこととする。 

水産局にて、プロジェクトの専属の形で

ジュニアスタッフの配置を行った。一方

で、水産局長が長期不在であり、各部長が

交代で代理を務めている状態であったた

め、農業省次官への申し入れを行い、先方

より、できる限りの対応をしたい旨、回答

があった。また、本調査団からは情報共有

の不徹底（水産局内、専門家を含む）を指

摘し、その改善を評価レポートに記載し

た。 
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（4）プロジ

ェクト運営

（先方負担

事項） 

現在、エファテ島でのプロジェクト

サイトの4カ所のうち2カ所で土地問題

が発生しているとのことであり、立ち

入りを控えているとのことである。 

PDMでの外部条件にもあるように、

本問題が解決されない限りは、プロジ

ェクトの遂行は困難である。しかし、

残期間もあと1年であることから、再

度、情報を収集し、プロジェクトの遂

行にはエファテ島2カ所で遂行するこ

とを検討する。 

対象地域、モデルサイトの明確化を行

い、本計画におけるモデルサイトを2村（シ

ェファ州）とすることとした。 

水産局との打合せで、先方より本土地問

題は、現在、法廷で係争中であり、解決ま

でには相当時間がかかると思慮されるた

め、JCCには2村とすることで、提案し了承

された。 

（5）プロジ

ェクト運営

（日本側負

担事項） 

専門家情報によると、日本側投入に

関し、専門家の労力不足が上げられて

いるため、投入の見直しを行う。 

専門家及び水産局との協議により、普及

分野に関し、短期専門家の投入が必要であ

ることが判明した。次年度の予算の範囲内

で投入の検討を行うこととした。 

（6）協力終

了後の対応 

事前評価表によると、自立発展性の

項目において、「本プロジェクトは、沿

岸住民の生活に焦点をあて、3フェーズ

に分けた10年単位の長期的な構想を持

っている。ただし、第2次及び第3次フ

ェーズの実施にあたっては、それぞれ

前フェーズの成果を十分評価して、内

容に反映させることとする。プロジェ

クトの基本構想に係る協議では、プロ

ジェクトの効果が現れ、バヌアツ側の

自主性を保った活動が可能と判断され

た場合は、次フェーズに移行するもの

として、バヌアツ、日本双方の合意を

得た。そのため長期間にわたってバヌ

アツ側の主体性及び継続性を高く保つ

ことが可能である。」としている。 

既に、フェーズ2の要請書が接到して

おり、採択の方向にて調整中である。

主な協力内容はフェーズ1のモデルサ

イトで確立した手法を他のサイトへ普

及し、漁村における持続的利用可能な

資源の定着を図るため、種苗生産の技

術のさらなる向上と共に、種苗放流の

手法の確立を図ることとなっている。

そのため、フェーズ1の成果を確認

し、バヌアツ側実施体制及び継続性の

確認を行う。 

沿岸水産資源管理を計画、実証、普及さ

せるためには、相当時間がかかることが十

分に理解できた。本プロジェクトでは、資

源管理計画を策定することに重点を置き、

実証、普及は次期計画で行うことが妥当で

ある。 

本調査団は、水産局との協議及びJCCに

おいて、フェーズ2の要請は受領している

ものの、現在は検討中であり、上記（5）

の結果を踏まえたプロジェクトの成果確

認が重要であり、かつバヌアツが自国の問

題として中長期的に戦略をもって取り組

むことが必要である旨を説明した。 
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９－２ プロジェクトの現状と課題 

 （1）日本側実施体制 

菊谷チーフアドバイザー（沿岸水産資源増養殖を兼務）及び川田専門家（業務調整/沿岸水

産資源管理）による実施体制であるが、水産局内での情報共有が不十分である。種苗生産と

その種苗を使用した沿岸水産資源管理は、綿密な連携が必要であるため、両専門家間の情報

共有のみならず、それぞれC/Pによる定期的な打合せが必要であり、その点を合同評価報告書

の提言に取りまとめた。 

 

 （2）バヌアツ側実施体制 

水産局長の不在（在籍のまま出向）のため、各部局の長が持ち回りで代理業務を行ってい

る。そのため意思決定の遅延や情報共有の不足が見受けられた。 

昨年より1名水産局予算にてジュニアレベルのスタッフの新規雇用を行っているところ、水

産局の努力は見られたが、一方で省内不祥事により2008年度は大幅に水産局の運営費が削減

された。付属資料11に水産局の組織を示す。 

このようなことがないように、上部機関である農業省に改善の申し入れを行ったところ、

先方政府からはできる限りの措置を行う旨の回答があった。 

 

 （3）進捗状況等 

種苗生産に関しては、生産施設建設の遅れがあったが、技術面での特段の問題はない。普

及（住民参加型沿岸水産資源管理の構築、普及）面については、種苗生産の遅れが影響し、

生産された種苗を用いて行う普及活動（資源管理を中心とする）に遅れがあることが報告さ

れた。そのため短期専門家による支援が必要であると判断された。 

また、PDM記載の対象地域、対象種、沿岸水産資源管理といった表現において、想定する

範囲が異なるため、日本人専門家と関係者で混乱を生じていたため、関係者間で共通認識を

図り、詳細な設定（明確化）を行った。 

 

９－３ 考察 

 （1）本中間レビュー調査において、PDMの記載を変更したが、活動そのものは変わっておらず、

むしろ実際の活動に合わせて言い換えたものとなっている。対象種、対象地域、沿岸水産資

源管理といった言葉の捉え方が、関係者間で異なり混乱を生じていたため、再定義を行い、

明確化を行ったものである。 

 

 （2）また、調査期間中に感じられたこととして、コミュニケーション不足があり、日本人専門

家のみならず、C/P機関である水産局の関連部局間でも同様であり、このコミュニケーション

不足がプロジェクト活動を遅らせる結果となっているものと感じられた。同様の指摘は、合

同評価調査団のバヌアツ側団員からも指摘されており、合同評価報告書の提言に加えること

となった。バヌアツ水産局は、定例会議の開催等を行い、情報共有の徹底を図り、円滑な活

動推進に努めるべきである。 
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 （3）今回、合同評価報告書の提言にも記載しているが、地域協力の重要性については、バヌア

ツ側評価調査団員からも積極的な発言があり、国内外の事例を広く共有することにより、よ

り効果的にプロジェクトを推進することができるであろうと考えられる。バヌアツ水産局も

本件に関しては、地域のみならず国内にもNGOをはじめとする多くのドナーがあり、その中

での成功事例を活用すべきとの見解を示していた。 

SPC、World Fish Center（NGO）、南太平洋大学（The University of the South Pacific：USP）

の訪問では、それぞれの機関から協力に関しての同意が得られており、今後はこれら機関の

リソースの活用について積極的に推進すべきと考える。 

 

 （4）本プロジェクト終了後、継続案件（フェーズ2）を含めた日本の協力に関して、沿岸資源管

理という観点からは一朝一夕にできるものではなく、時間がかかることが改めて認識できた

ため、継続協力の必要は十分に理解できた。詳細な協力内容に関しては、今後、プロジェク

トの残りの期間の活動を十分に支援し、成果を確認し、かつバヌアツ側のオーナーシップの

醸成を図りつつ決定することが重要であると思われる。 

 

９－４ 水産資源管理団員所感 

本件プロジェクトについては、沿岸水産資源管理における特有の困難性による問題点が明らか

になるとともに、バヌアツ特有の文化が本プロジェクトを大きく支えていることを現場にて実感

することとなった。 

問題点としては、地域にあった種の選別や地域の設定といった日本国内でも従来から課題とさ

れている点だけではなく、南太平洋特有のPacific timeによる生物管理の難しさと、太平洋島嶼国全

般に見られる土地の所有制度と利益配分制度（酋長制）がある。本件が実施される地方において

は酋長をトップとした原始共産制が十分に残っており、土地管理（海面管理）についてもわが国

の明治漁業に極めて近い状況を残している。 

毎日の管理という概念に乏しい南太平洋島嶼国へ、手を抜くことができない生物管理を技術移

転するといった点で、比較的管理が簡易な種（貝類）を選択したことは適切であった。また、本

プロジェクトの実施において島嶼国の土地（海面を含む）に付随する利益を見越しての利害から、

土地問題が顕在化し、モデルサイトを絞り込むこととなったことから、こうした沿岸水産資源の

管理がカウンターパートとの密接なコミュニケーションとサイトの状況に応じた適切な計画変更

の必要性を改めて確認することとなった。 

一方、酋長制度のメリットとして日本や他の国では難しい禁漁区域の設定が極めて円滑に行わ

れることが確認できたことは、プロジェクトの可能性を高めることとなった。 

プロジェクトの実施段階においては、専門家が現地の争いに巻き込まれること、南太平洋の基

準とイメージとの乖離を起こす懸念から、プロジェクトの進捗に関し、第三者による管理・監督

が必須である。その点、今次の中間レビュー調査の実施は本プロジェクトの実施に極めて効果的

であり、今後とも現地事務所や豊富な経験を有する者（本部等）によるモニタリング実施が、本

プロジェクトの成果を高めることになると思料する。 

さらに、今回、現地専門家とともに南太平洋の養殖（種苗生産）に関する豊富な知見を有する

太平洋共同体（Secretariat of the Pacific Commission：SPC）と協議を行えたことは、プロジェクト

の技術的裏付けと今後の協力関係を確認できたため大変有意義であった。今後とも、SPCやSPREP、
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FFAといった水産関係機関、地域機関との連携を密にし、自立性と発展性を確保するとともに、事

業の効率性を高めるべきと思料する。 

 

９－５ 団長所感 

太平洋に限らず沿岸漁民による資源管理の必要性、重要性は広く認識されている。JICAの課題

別指針「水産」においても、その点は同様に指摘されているが、具体的な対応は示されていない。

日本と異なり排他的な資源としてではなく、誰もが利用できるオープンアクセスな状況にあるこ

とが多い途上国の沿岸水産資源の管理は、漁獲努力の制限、すなわち漁獲量の低下による減収に

つながることになり、単純にその導入を求めるだけでは漁民による実施の可能性は少ない。また、

不特定多数の漁民にその徹底を図ることは難しい。 

従って、資源管理の遂行は、その導入により減少する収入を補うための手段を同時に示すこと

が必須となる。言うまでもなく、その手段を見つけるだけでも試行錯誤の繰り返しが必要であり、

長期的な対応が求められる。そのことは資源管理の導入についても同様と言える。 

本プロジェクトは上記の点も含め資源管理の導入という点では、その可能性を高める要素が含ま

れている。すなわち、 

① 沿岸漁村も含め酋長（チーフ）の権限が強大であり、村長が理解、同意すれば資源管理の

強制や代替収入源の導入を行うことが可能である。 

② 管理に多くの労力を必要としない定着性の底生生物（貝類）を対象種としている。 

③ ①とも関連するが、村長が伝統的な資源管理保護（区域内捕獲禁止）であるタブーエリア

の設定を行っている。 

④ 住民の収入源に占めるタブーエリアでの漁業の貢献が大きくないため、資源管理の導入が

生活に大きく影響しない。 

等の点があげられる。 

もちろん、資源管理は資源を持続的かつ有効に活用することをめざすものであり、伝統的なタ

ブーエリアと科学的なデータに基づく資源の持続的利用を調和させることを目的とする本プロジ

ェクトは、同様の状況にある村落にとって有効なモデルを提供できる可能性は高い。 

そのためには、十分な時間と試行錯誤の許容、さらには長期的な展望が必要であり、また、節

目節目での進捗の確認や必要に応じた展望の見直しを行うことが求められる。 

加えて、様々な試行錯誤の経験を集約し、また同様に試行錯誤の繰り返しが必要な資源管理を

支える代替収入源（生活向上手段）の経験を集約し、状況に応じた数多くの対応が可能となるよ

うなノウハウを蓄積することは重要であり、USPやSPCにその蓄積・提供を期待すると同時に、JICA

や日本の経験はUSPのSchool of Marine Studies（Faculty of Island and Oceans）での集約・蓄積を行い、

必要に応じた活用を推進すべしと考える。 

本プロジェクトでは、資源管理推進の基本型となるベーシックモデルを構築することをめざし、

バヌアツ水産局が一丸となって臨むことが必要である。そのためにも局内の情報交換、活動計画

の調整は最重要課題であり、長期専門家及びバヌアツ事務所にも、その励行の支援と定期的な進

捗の報告、モニタリングを要請しており、本部としても十分なフォローが必要である。 

既に、要請があがっている継続案件フェーズ2については、上記の様々な経験の蓄積を含めた広

域的な対応をとることが望ましく、フェーズ2の活動内容は慎重な検討を行うべしと考える。 
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